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（ワンストップ特例申請分も含む）

（裏面）
（表面）

8

◎マイナンバー（個人番号）確認書類について

社会保障・税番号制度の導入に伴い、市・県民税申告書を提出される方は①又は②のいずれかの提示または
写しの添付が必要です。

① マイナンバーカード（個人番号カード）
両面の提示または写しが必要です。

② 番号確認書類＋身元確認書類
番号確認書類………マイナンバーカード裏面、通知カード、個人番号が記載された住民票など
身元確認書類………マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カードなど

※扶養親族分のマイナンバー確認書類については提示または写しの添付は必要ありません。

※令和8年度よりマイナンバーカードを利用した電子申告が始まりました。詳しくはお問い合わせください。
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保険金などで補塡される金額

※詳しい計算方法については、川越市のホームページをご覧ください。
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36

3

1,065,000円

1,569,000円

1,884,000円

6

36

36

15
あなた

31

58

〜123（〜58）
〜165

（〜100）
〜170

（〜105）
〜175

（〜110）
〜180

（〜115）
〜185

（〜120）

① ②

650,999円まで

651,000円～ 1,900,000円

1,900,001円～ 3,599,999円

3,600,000円～ 6,599,999円

6,600,000円～ 8,499,999円

8,500,000円以上

0円

収入金額-650,000円

（収入金額÷4 ）×2.8-80,000円

（収入金額÷4 ）×3.2-440,000円

収入金額×0.9-1,100,000円

収入金額-1,950,000円

特定扶養控除•特定親族特別控除一覧

控除額 45

〜188

（〜123）

〜185

（〜120）

〜180

（〜115）

〜175

（〜110）

〜170

（〜105）

〜165

（〜100）

〜160

（〜95）

〜123

（〜58）

特定親族の給与収入

（合計所得金額）

45 41 31 21 11 6 3

特定扶養親族特別控除特定扶養単位：万円
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※あなたが所得制限を超過して配偶者控除が適用できない場合でも、配偶者の合計所得金額が58万円（給与収入123万円）以下で
あれば、あなたの市・県民税、森林環境税非課税限度額の算定や障害者控除の適用については同様に受けられます。

前年12月31日（年の途中で死亡した場合には、その死亡の日）の現況で、あなたと生計をーにする特定親族（平成15年1月2日～
平成19年1月1日生まれ）の合計所得金額が58万円を超え123万円以下の場合に控除されます。控除額の計算方法は6ページを
ご覧ください。

■特定親族特別控除

※セルフメディケーション税制による医療費控除を受ける場合は市民税課までお問い合わせください。

58 6

6ペー

合に一定の金額が控除されます。詳しくは市民税課までお問い合わせください。

前年中にふるさと寄附金などを支出した場合、寄附額に応じて一定の金額が控除されます。詳しくは市民税課までお問い合わせください。

■寄附金控除　※寄附金の受領書等が必要です。


